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★R8 診療報酬改定 ORCA (処方／処方箋)★ 

 

項目名に【届】があるものは 
施設基準の届出をした場合に算定 

処方料：地域支援・外来医薬品供給対応体制加算（院内
．．

処方）【届】 

 

診療行為入力画面の登録後に表示する「診療行為確認画面」の下部に表示（自動算

定）します。 

（「診療行為入力画面」に地域支援・外来医薬品供給対応体制加算は表示しません。） 

 

❖ 画面例は「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 1」の場合 

 

処方箋：自己注射薬剤のみ
．．．．．．．．

の処方箋料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診区「.148 在宅薬剤（院外処方）」で注射薬が入力された時、処方箋料を自動算定

します。 

 

 

疑義解釈（その２） 
問 65 
第 2 部在宅医療第 1 節又は第 2 節の所定点数を算定し、在宅において患者が自己注射を行う薬剤に
ついて、保険薬局で保険調剤を受けさせるために、患者に院外処方箋を交付した場合に、「F400」処
方箋料は算定できるのか。 
（答） 
「C002」在宅時医学総合管理料等の、投薬の費用が所定点数に含まれている管理料等を算定する場
合を除き、「F400」処方箋料を算定可能。ただし、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋によ
り投与することは認められない。 
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★R8 診療報酬改定 ORCA (処方／処方箋)★ 

 

項目名に【届】があるものは 
施設基準の届出をした場合に算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療内容は自己注射薬剤のみ処方 
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★R8 診療報酬改定 ORCA (処方／処方箋)★ 

 

項目名に【届】があるものは 
施設基準の届出をした場合に算定 

処方箋の様式変更 

 

（8 年 5 月 31 日までの様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8 年 6 月 1 日からの新様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックを入れたい場合は、 

診療行為コード 099209922「保険医療機関へ情報提供」を入力します。 

（これまでどおり） 

 

長期収載品の選定療養 

 

長期収載品の選定療養に係る患者負担 

8 年 6 月 1 日より「4 分の 1 から 2 分の 1 へ引き上げ」 

 

※ 選定療養の入力方法に変更はありません 

文言追加 

文言変更 


